
全国青年環境連盟 規約 

（２０１０年１０月３１日現在） 

 

第１章  総   則 

（名称） 

第１条 本会は、正式名称を全国青年環境連盟とし、略称をエコ・リーグとする。 

 

（事務所） 

第２条 本会は、関東事務所を、東京都新宿区神楽坂２－１９ 銀鈴会館５０７に、関西事務所を、

大阪市北区国分寺１－７－１４ 国分寺ビル６Ｆ 天六さじき内に置く。 

 

（目的） 

第３条 本会は、以下の目的を有する。 

（１） 地球規模から地域までの環境問題の解決を目指す青年の活動が連携し、互いに発展、活性化

しあう共通の場を創ることを通じて地球環境問題の解決を目指すこと。 

（２） 環境問題解決の実践活動を通じて青少年が社会に主体的に参加する喜びを学び、また広く市

民がこれらの活動の場に参加できる機会を提供すること。 

（３） 各々の活動を通じて、我々とさらに将来の世代にわたる新しい時代の在り方を模索し、かつ

これを実現する方法を見出すこと。 

 

（性格） 

第４条 本会は、特定の集団や個人を利する為でなく、常に地球社会全体にとっての福祉を考え、行

動する青年活動を支援する団体である。したがって、本会は特定の政治宗教その他の勢力と関係を

持たず、また営利を目的としない。 

２ 本会は、行動に際して、いかなる暴力的手段も認めず、人権と生命の権利を遵守する。 

３ 本会は、参加する者の自発的意思とその人格とを最大限に尊重し、自由に発言し行動する権利を

保障し、参加する個々人の自己実現の場を提供する。 

 

（事業主催者名の公示） 

第５条 本会が行う各種事業は、すべて「全国青年環境連盟」または「エコ・リーグ」として公示す

る。 

 

第２章  会   員 

（会員の種別） 

第６条 本会の会員は、以下の２種とし、普通会員をもって特定非営利活動促進法に基づく社員とす

る。 

（１）普通会員 環境問題に関心を持ち、その解決に向けて行動する意思を有するとともに、本会の

運営に関与する意思を持つ１６歳以上２９歳以下の青年 

（２）賛助会員 本会の趣旨に賛同し、主として資金的、物品的援助を行う者 

２ 普通会員で満３０歳になった者は、その事業年度は普通会員であるものとみなす。 

 

（普通会員の権利） 

第７条 普通会員は、次に掲げる権利を有する。 

（１）役員の選挙権および被選挙権 

（２）役員の解任請求権、総会開催請求権、監査請求権など運営に参画できる権利 

 

（入会） 

第８条 会員になろうとする者は、入会届を事務局長に提出し、代表理事の承認によって会員となる

ことができる。 



 

（会費等） 

第９条 会員は、理事会が別途定める年会費を納入しなければならない。 

２ すでに納入された年会費その他の拠出金品は、理由の如何にかかわらず返還しない。 

 

（退会） 

第１０条 会員は、退会届を事務局長に提出して任意に退会することができる。 

２ 次のいずれかに該当する会員は、退会したものとみなす。 

（１）死亡し、または失踪宣言を受けた場合 

（２）会費を３か月以上滞納した場合 

 

（除名） 

第１１条 次のいずれかに該当する会員は、理事会の議決を経て、その会員を除名することができる。 

（１）法令、規約または規則に違反したとき 

（２）本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき 

２ 前項の規定により除名を行おうとするときは、代表理事は、当事者にその旨を告知し、除名の議

決を行う前に理事会にて弁明の機会を与えなければならない。 

 

第３章  役   員 

（役員の種類および人数） 

第１２条 本会に次の役員を置く。 

（１）理事 ７名 

（２）監事 １名以上３名以内 

２ 理事のうち１名を代表理事とする。 

３ 理事のうち若干名を副代表理事とすることができる。 

 

（選任） 

第１３条 （選任） 

１ 理事は、普通会員の中から、普通会員の選挙により選出する。加えて、任期を通して普通会員であ

ることとする。 

２ 理事選挙に立候補しようとする者（以下、「理事立候補者」という。）は、前条第１項第１号に掲げ

る人数の理事立候補者のグループを組織し、そのグループごとに立候補を届け出なければならない。

ただし、補欠または増員による選挙においては、この限りでない。 

３ 代表理事は、理事会において互選する。 

４ 副代表理事は、代表理事が任免する。 

５ 理事は、本会のその他の職員を兼ねることができる。 

６ 監事は、会員の中から、普通会員の選挙により選出する。加えて、任期を通して会員であることと

する。 

７ 監事は、理事または本会の職員を兼ねることができない。 

８ 選挙の実施等に関する細則は、理事会の議決により別に定める。 

 

（理事の職務） 

第１４条 理事は、本会を代表し、この規約および総会ならびに理事会の議決に基づき、本会の業務

を統括する。 

２ 理事は、本会のすべての行為につき、連帯して責任を負う。 

３ 代表理事は、理事会の運営全般に関する取りまとめ役としての職務を行う。 

４ 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故のあるときまたは代表理事が欠けたときは、

その職務を代行する。また、代表理事が特命した職務を遂行する。 

 



（監事の職務） 

第１５条 監事は、事業年度ごとに本会の会計を監査し、会員に報告する。 

２ 監事は、１０人以上の普通会員から監査請求があった場合に、次に掲げる職務を行う。 

（１）理事の業務執行状況を監査すること。 

（２）本会の財産状況を監査すること。 

（３）前２号の規定による監査の結果、業務または財産に関して、不正の行為または法令もしくは規

約に違反する重大な事実があることを発見した場合は、その旨を普通会員に報告すること。 

（４）前号の報告を行うために必要な場合は、総会を招集すること。 

 

（任期等） 

第１６条 役員の任期は４月１日から翌年３月３１日までの１年とし、再選は連続３回までとする。

ただし、再選の総回数の制限はない。 

２ 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または他の現

任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任または任期満了の後においても、第１２条第１項に掲げる定数を欠く場合は、後任

者が就任するまで、その職務を行わなければならない。 

 

（解任等） 

第１７条 役員が次のいずれかに該当するときは、理事会において理事総数の３分の２以上の議決に

より当該役員を解任することができる。 

（１）心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき 

（２）職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき 

（３）普通会員の５分の１以上の解任請求があるとき 

２ 前項により代表理事が欠けるときは、理事は、早急に理事会を招集し、代表理事を選任しなけれ

ばならない。 

 

第４章  総   会 

（総会の構成） 

第１８条 総会は、普通会員をもって構成する。 

 

（総会の権能） 

第１９条 総会は、本会の趣旨の変更など重要な事項に関して議決する。 

 

（総会の開催） 

第２０条 総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。 

（１）理事会が必要と認めた場合 

（２）普通会員の５分の１以上から総会開催請求があった場合 

（３）第１５条第２項第４号の規定に基づき、監事が招集した場合 

 

（総会の招集） 

第２１条 総会は、代表理事が招集する。ただし、前条第３号により総会を開催しようとする場合は、

監事が招集する。 

２ 総会を招集する場合は、日時、場所、会議の主たる事項およびその内容を示した書面を、開催日

の２週間前までに発しなければならない。 

 

（総会の定足数） 

第２２条 総会は、普通会員総数の３分の１以上の出席により成立する。 

 

（総会の議決等） 



第２３条 総会の議事は、出席した普通会員の過半数で決し、可否同数の場合は代表理事の決すると

ころによる。 

２ 総会の議長は、会議ごとに、出席した普通会員で互選する。 

３ 総会の議決は、その他のすべての決定に優先される。 

 

（書面表決等） 

第２４条 総会に出席しない普通会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人を

もって表決権を行使できる。 

２ 前項の代理人は、別途定める代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。 

３ 第１項の規定により表決権を行使する普通会員は、第２２条および第２３条第１項の適用につい

ては、総会に出席したものとみなす。 

４ 第１項の規定により表決権を行使する代理人は、本会の普通会員でなければならない。ただし、

一人が複数の普通会員の表決権を代理することを妨げない。 

 

第５章  理 事 会 

（理事会の構成） 

第２５条 理事会は、理事をもって構成する。 

２ 監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。 

３ 事務局長、地域事業部長および実行委員長は、理事の要請がある際には理事会に出席し、担当し

ている業務について報告する義務を負う。 

 

（理事会の権能） 

第２６条 理事会は、次に掲げる事項を議決する。 

（１）地域事業部および実行委員会の設置 

（２）事務局、地域事業部および実行委員会の業務を監督する担当理事の任免 

（３）事務局長、地域事業部長、実行委員長および選挙管理委員長の任免 

（４）事務局、地域事業部および実行委員会の活動計画、活動報告、予算および決算の承認 

（５）中長期計画 

（６）その他理事会として議決を要する事項 

 

（理事会の開催） 

第２７条 理事会は、次のいずれかに該当する場合、代表理事の招集によって開催する。 

（１）事業年度の半期に一回以上の定例理事会 

（２）理事の３分の１以上から開催請求があった場合 

（３）代表理事が必要と認めた場合 

 

（理事会の定足数） 

第２８条 理事会は、理事の半数以上の出席により成立する。 

 

（理事会の議決等） 

第２９条 理事会の議事は、規約に特別の定めがある場合および理事会の議決により要件を加重した

場合を除くほか、出席した理事の過半数で決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。 

２ 理事会の議長は、会議ごとに、出席した理事で互選する。 

 

（書面表決等） 

第３０条 理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人をも

って表決権を行使できる。 

２ 前項の規定により表決権を行使する理事は、別途定める代理権を証する書面を会議ごとに議長に

提出しなければならない。 



３ 第１項の規定により表決権を行使する理事は、第２８条および第２９条第１項の適用については、

理事会に出席したものとみなす。 

４ 第１項の規定により表決権を行使する代理人は、理事でなければならない。ただし、一人が複数

の理事の表決権を代理することを妨げない。 

 

（理事会の議決を経ていない事項の特例） 

第３１条 本会が業務を執行するにあたって、理事会の議決を要する事項（第５１条の発議を除く。）

のうち、理事会の議決を経ておらず、かつ、簡易または急を要する事項については、理事総数の過

半数（規約に特別の定めがある場合および理事会の議決により要件を加重した場合は、その数）の

意見に従う。 

 

第６章  事務局 

（事務局の構成） 

第３２条 本会の総合的業務のために事務局を全国に一つ置く。なお、事務局は、第２条に定める事

務所のいずれかに設置するものとする。 

２ 事務局に、理事会の任命する事務局長を１名置く。 

３ 事務局長は、事務局の業務を統括する。 

４ 事務局長および事務局の事務局員は、すべて普通会員でなければならない。 

 

（事務局の業務） 

第３３条 事務局は、次に掲げる業務を行う。 

（１）会計 

（２）会員管理 

（３）国内外の青年環境活動に関する情報の収集およびその全体統括 

（４）広報 

（５）渉外 

（６）機関紙の編集および発行 

（７）ＥＣＯ２０００の管理および運営 

（８）組織もしくはイベント運営に関する支援 

（９）キャリアに関する支援 

（１０）理事会直轄の実行委員会のサポートおよび監督 

（１１）地域事業部等との全体的な調整、支援、統括等 

（１２）その他理事会の議決により定めた業務 

２ 事務局長は、半期ごとの活動計画および活動報告を理事会に提出し、承認を受けなければならな

い。 

 

（事務局の組織） 

第３４条 第３２条の目的を達成するために、役職および担当名を明確にした組織図を理事会の承認

のもと、作成しなければならない。 

２ 事務局内に、複数名で構成される部を設置することができる。ただし、部を設置する際には、理

事会の承認を要する。 

３ 前項により設置された部の業務を統括するために、それぞれの部に部長を１名置く。ただし、部

長は、事務局長の指名に基づき、事務局を担当する理事による承認を要する。 

 

第７章  地域事業部 

（地域事業部の構成） 

第３５条 特定の地域における事業および情報収集に関する業務を遂行するために、特に拠点が必要

であると理事会が認めた場合、その地域に地域事業部を設置することができる。 

２ 地域事業部に、理事会の任命する地域事業部長を１名置く。 



３ 地域事業部長は、地域事業部の業務を統括する。 

４ 地域事業部長および地域事業部員は、すべて普通会員でなければならない。 

 

（地域事業部の業務） 

第３６条 地域事業部は、次に掲げる業務を行う。 

（１）担当地域内の情報収集 

（２）地域イベントの開催 

（３）地域事業部内に設置された実行委員会のサポートおよび監督 

２ 地域事業部長は、半期ごとの活動計画および活動報告を理事会に提出し、承認を受けなければな

らない。 

３ 地域事業部は、前項により承認された活動計画にそって活動し、重要な変更があるときは、地域

事業部長は、ただちに理事会に報告し、その承認を得なければならない。 

 

第８章 実行委員会 

（実行委員会の構成） 

第３７条 事務局および地域事業部以外の個人もしくは団体が、本会の名のもとに新規の事業を開始

する場合または基幹事業以外の事業を行う場合は、事務局または地域事業部に実行委員会を設置す

ることができる。 

２ 実行委員会に、理事会の任命する実行委員長を１名置く。ただし、実行委員長は普通会員でなけ

ればならない。 

３ 実行委員長は、実行委員会を代表する。 

４ 実行委員長は、実行委員会の事務を統括する事務長を任命することができる。 

 

（実行委員会の業務等） 

第３８条 実行委員会を設置するには、理事会において事業計画および予算の承認を受けなければな

らない。また、実行委員会の事業が終了した後には、終了後最初に行われる理事会において、事業

報告および決算の承認を受けなければならない。 

２ 実行委員会の事業期間は、１年以内とする。ただし、理事会の承認がある場合は、この限りでな

い。 

３ 第１項の規定に関わらず、半期を超えて事業を継続する場合には、定例理事会において事業の経

過を報告し、その承認を得なければならない。 

４ 実行委員会は、理事会の承認を受けた事業計画にそって活動し、重要な変更があるときは、実行

委員長は、ただちに理事会に報告し、その承認を得なければならない。 

 

第９章 資産と会計 

（資産） 

第３９条 本会の資産は、次の通りとする。 

（１）会費 

（２）寄付金品 

（３）活動に伴う収入 

（４）その他の収入 

 

（資産の管理） 

第４０条 本会の資産は、理事会が管理する。 

 

（経費の支弁） 

第４１条 本会の活動遂行に要する経費は、資産をもって支弁する。 

 

（予算） 



第４２条 本会の予算は、事務局長が編成し、理事会の承認を経なければならない。 

 

（決算） 

第４３条 本会の決算は、事務局長が編成し、理事会の承認を経なければならない。 

 

（事業年度） 

第４４条 本会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終了する。 

 

第１０章 規約の改正および解散 

（規約改正） 

第４５条 規約の改正は、理事会で理事の３分の２以上の同意によって議決するものとする。 

 

（解散） 

第４６条 本会の解散については、理事会で理事の３分の２以上の同意によって発議し、普通会員の

過半数の同意をもって決定する。 

２ 本会の解散時に有する残余資産の処分は、総会の議決によるものとする。 

 

附    則 

（細則） 

第１条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て別途定める。 

 

制定：１９９４年（平成６年）８月１５日 

改正：１９９８年（平成１０年）６月２０日 

改組改正：２０００年（平成１２年）８月１日 

改正：２００２年（平成１４年）１０月８日 

改正：２００３年（平成１５年）９月２８日 

改正：２００３年（平成１５年）１２月２４日 

改正：２００４年（平成１６年）３月１日 

改正：２００４年（平成１６年）１２月１日 

改正：２００５年（平成１７年）１２月１日 

改正：２００７年（平成１７年）１２月１日 

改正：２０１０年（平成２２年）１０月３１日 


